
平成２６年４月１日規程第４１号                 

 
  独立行政法人地域医療機能推進機構におけるコンプライアンス推進規程 
 
（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「機構」とい

う。）のコンプライアンスの推進に必要な事項を定めることにより役職員等が

全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高

い倫理性を持って行われることを確保すること、及び業務遂行上の公正さに

対する社会の信頼に応えることを目的とする。 
 
（定義） 

第２条 この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令（告示、

通知を含む。）並びに機構における各種規程（細則、要領等を含む。）及びこ

れらに関連する通知をいう。 
２ この規程において「コンプライアンス」とは、法令等を遵守するとともに、

社会規範を尊重して行動することをいう。 
３ この規程において「役職員等」とは、役員及び職員（任期付職員も含む）、

派遣労働者並びに契約先の労働者をいう。 
４ この規程において「機構の業務活動」とは、独立行政法人地域医療機能推

進機構法（平成１７年法律第７１号。以下「法」という。）第１３条第１項各

号及び３項に規定する業務の活動をいう。 
 
 （適用の範囲） 
第３条 この規程は、機構の全ての役職員等に適用されるものとする。役職員

等は、本規程の理念が具体的行動として生かされるよう、不断の努力と自己

規律に努めなければならない。 
 
（役職員等の責務） 

第４条 役職員等は、機構の業務活動が社会からの信頼の上に成り立つことを

自覚するとともに、自らが機構の業務活動の一端を担っていることを深く認

識し、常に誠実に判断し、行動する責務を有する。 
２ 役職員等は、自らの専門知識、技術の維持向上など自己研鑽に努めるとと

もに、自らの専門知識、技術、経験を活かし、機構の業務活動を発展させる

ことにより、法第３条に規定する目的の達成に積極的に貢献する責務を有す

る。 



３ 役職員等は、職務遂行上、特に関係のある法令等については、日頃よりそ

れらに関する正確な知識の習得に努めなければならない。 
 
 （役職員等の行動規範） 
第５条 役職員等は、法令及びその他諸規程等を遵守し、良識を持って誠実に

行動する。 
 
 （コンプライアンス担当者） 
第６条 コンプライアンスを確実に実践するため、本部、地区事務所及び病院

に、コンプライアンス担当者を置く。 
２ コンプライアンス担当者については、本部（北海道四国地区管理部を除く）

にあっては総務部総務課長、本部北海道四国地区管理部にあっては地区総務

経理課長、各地区事務所にあっては総務経理課長、各病院にあっては事務部

総務企画課長（事務部を置かない病院にあっては事務長が指名する者）とす

る。 
３ コンプライアンス担当者は、所属する組織におけるコンプライアンス体制

の確立を図るとともに、機構の業務活動の公正な遂行の確保、その他コンプ

ライアンスに関する業務を行うものとする。 
４ 総務部長は、機構全体のコンプライアンス推進に関する業務を担当する。 
 
 （コンプライアンス推進計画） 
第７条 機構におけるコンプライアンスの推進を図るために、総務部長は、リ

スク管理委員会（以下「委員会」という。）の審議を経て、事業年度ごとにコ

ンプライアンス推進計画を策定する。 
 
 （コンプライアンス定着状況のモニタリング） 
第８条 総務部長は、機構のコンプライアンス定着状況のモニタリングを行う

とともに、必要と判断される場合には各部署に対してコンプライアンスに関

する指示を行う。 
 
 （法令等の遵守） 
第９条 役職員等は、機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、

法令等を遵守し、不正を行ってはならない。 
２ 役職員等は、計画・立案、申請、実施、報告など機構の業務活動、経理事

務の遂行等の各過程において、本規程の趣旨に沿って誠実に行動するものと

し、機構の業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、



捏造、改竄、盗用などの不正行為等を行ってはならない。 
 
 （職場環境の整備） 
第１０条 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり責任ある行動の実施と

不正行為の防止を図るためには、公正な業務遂行を重視する職場環境の確立

が重要であることを自覚し、所属する部署における職場環境の質的向上に積

極的に取り組むものとする。 
 
 （利益相反） 
第１１条 役職員等は、機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるい

は異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切

に対応するものとする。 
 
 （内部通報） 
第１２条 役職員等は、独立行政法人地域医療機能推進機構内部通報事務手続

規程（平成２６年規程第４２号。以下「内部通報規程」という。）第２条第２

項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われ

るときは、内部通報規程第５条に規定する通報相談窓口に対し、その旨を相

談及び通報しなければならない。 
 
 （違反の報告） 
第１３条 監査等によりコンプライアンス違反行為又は違反が疑われる状況が

発生した場合は、監査等の責任者はコンプライアンス担当者及び委員会に報

告しなければならない。 
 
（コンプライアンス違反の対応） 

第１４条 コンプライアンス担当者は、第１２条の規定により受けた通報、独

立行政法人地域医療機能推進機構外部通報事務手続規程（平成２７年規程第

３２号。以下「外部通報規程」という。）第６条の規定により受けた通報及び

前条の規定により受けた報告について、コンプライアンス違反行為等の事実

関係を調査し、速やかに是正措置が図られよう対応するものとする。 
２ 内部通報の受理、内部通報の報告、調査及び措置、是正措置等の報告につ

いては、内部通報規程に定める。 
３ 外部通報の受理、外部通報の報告、調査及び措置、是正措置等の報告につ

いては、外部通報規程に定める。 
４ コンプライアンス担当者は、コンプライアンス違反行為等及びその事実関



係の調査結果について、本部（北海道四国地区管理部を除く）においては総

務部長、本部北海道四国地区管理部においては北海道四国地区管理部長、各

地区事務所においては統括部長、各病院においては事務部長又は事務長（以

下「総務部長等」という。）に報告しなければならない。 
５ 各病院の事務部長又は事務長は、前項の報告を北海道四国地区管理部長及

び各地区事務所の統括部長に報告しなければならない。 
６ 北海道四国地区管理部長及び各地区事務所の統括部長は、第４項の報告及

び前項の規定により受けた報告について、総務部長に報告しなければならな

い。 
７ 総務部長等は、第４項及び前項の報告を受けた場合、当該報告について、

本部においては内部統制担当役員、本部北海道四国地区管理部及び各地区事

務所においては各地区担当理事、各病院においては病院長に報告しなければ

ならない。 
８ 前項の報告を受けた内部統制担当役員は、事案の重要性に応じ、理事長及

び監事に報告するものとする。 
９ コンプライアンス担当者は、コンプライアンス違反事実について、独立行

政法人地域医療機能推進機構職員就業規則（平成２６年規程第１７号）第５

条に定める所属長（以下「所属長」という。）に報告を行い、所属長は速やか

に是正措置及び再発防止策等（以下「是正措置等」という。）を講じるものと

する。 
１０ 各病院及び各地区事務所、本部北海道四国地区管理部のコンプライアン

ス担当者は、前項の規定より講じた是正措置等の結果を総務部長に報告しな

ければならない。 
１１ 総務部長は、９項の規定により講じた是正措置等の結果及び前項の規定

により受けた報告について、理事長、内部統制担当役員及び監事に報告しな

ければならない。 
 

附 則 
 

（施行期日） 
この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２９年規程第４６号） 
  
（施行期日） 
この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


